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「事業成果報告書」の刊行にあたって 

 

平成 14年 3月、自己評価の実施と公表が専修学校設置基準に努力義務として規

定されて、平成 19年 10 月、自己評価の実施と公表が義務化され、学校関係者評

価が努力義務ととして規定されました。 

以来 10年を超える時間が経過し今日に至っておりますが、平成 23年度の調査

結果で専修学校において学校評価の促進・定着が必ずしも十分でないことが明ら

かになりました。この調査では専修学校関係者はもとより所轄庁である都道府県

からも、具体的なガイドラインの策定が強く望まれました。 

平成 25年 3月「専修学校における学校評価ガイドライン」が専修学校の質保証・

向上に関する調査研究協力者会議の審議を経て策定され、文部科学省から公表さ

れました。 

そして、平成 25年文部科学省「専修学校の質保証・向上に関する調査研究」と

して、学校評価ガイドラインに基づくモデルの開発・実証事業が公募されました。 

当機構では、平成 16年から会員校とともに実施してきた「専修学校等の学校評

価システム開発」及び「第三者評価のモデル実施から本格的事業化」並びに「研

修事業」の実績を活用し、専修学校における学校評価を通した学校改善に寄与す

るため、標記事業に応募、受託の上、事業実施に取組んでまいりました。 

このたび事業終了にあたり事業成果について取りまとめ刊行いたしました。こ

の報告書が各学校において学校評価を進める上で参考になれば幸いです。 

本事業の実施にあたり「企画実施委員会」及び部会委員の皆様方にはお忙しい

中、ご就任いただき、ご指導・ご協力をいただきましてありがとうございました。

そして、モデル実施にご協力いただきました、ハリウッドビューティ専門学校、

早稲田速記医療福祉専門学校、両校の関係者の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

 

平成 26 年 3月 

 

             

            特定非営利活動法人 私立専門学校等評価研究機構 

                        理事長 茅 野 祐 子 
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1 事業の概要 

  

（1）事業のテーマ 

「専修学校における学校評価ガイドライン」に基づくモデルの開発・実証 

 

（2）事業の目的 

専修学校は、職業実践教育機関として、柔軟な学校制度を生かし、社会や

産業界のニーズに応じた即戦力となる専門人材の養成に重要な役割を担うと

ともに、生涯学習の振興を図る上でも、その役割が期待されている。 

これら専修学校に対する社会的要請に的確に対応するため、専修学校教育

の質保証・向上を図るための仕組みとして「学校評価」の活用と情報公開の

推進への取組みが求められている。 

このため、平成 25年 3 月、文部科学省が策定・公表した「専修学校におけ

る学校評価ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき、複数

の専修学校において、学校評価をモデル実施し、専修学校が円滑かつ効果的

に学校評価に取組むことができるよう必要な事項を「学校評価マニュアル」

として取りまとめ、専修学校関係者に提示する。 

 

（3）事業内容 

① ガイドラインに基づくＰＤＣＡサイクルによる自己評価モデルの開発 

② ガイドラインに基づく学校関係者評価モデルの開発 

③ モデル校 2校における自己評価及び学校関係者評価の実施・検証 

  対 象 校 ａ ハリウッドビューティ専門学校 

       ｂ 早稲田速記医療福祉専門学校 

④ 学校評価マニュアルの作成 

  主な内容 ａ ガイドラインの概要解説 

       ｂ ガイドラインに沿った学校評価の進め方 

       ｃ 自己評価の進め方 

       ｄ 学校関係者評価の進め方 

       ｅ 積極的な情報提供 

       ｆ 資料編（規程制定例、文書様式例、根拠法令等） 

⑤ 学校評価の活用方策等の検討 

 

 

 



2 

 

（4） 実施体制 

 本事業を実施するため企画実施委員会及びモデル開発・実施部会、事業評

価・連携活用部会を設置した。具体的な役割は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業受託者：特定非営利活動法人私立専門学校等評価研究機構について 

 設立の経緯：平成15（2003）年 専修学校構想懇談会（東京都及び社団法人東京都専

修学校各種学校協会を中心に、今後の専修学校の振興策の検討をするために組織された

懇談会）報告において、社会からの信頼性向上のための仕組みとして学校評価への取組

を強化し、専門学校の評価システムを構築運用するための推進組織設置の提言を受けて

設立された。 

平成 16（2004）年 専門学校等の第三者評価機関としてNPO 法人「私立専門学校等  

         評価研究機構」設立（東京都知事認証） 

平成 17（2005）年 学校評価検討委員会を設置、評価システムの検討・構築 

平成 18（2006）年 第三者評価のモデル事業を実施（4校） 

平成 19（2007）年 第三者評価事業を開始（8校） 

平成 20（2008）年 自己評価のための「自己点検ブック」を発行 

平成 23（2011）年 「自己点検ブック改訂版」を発行 

平成 25（2013）年 第三者評価事業を平成19年度以来延べ31校で実施 会員校123校   

                              （12月 31日現在） 

 

・事業の方向性の決定 

・横断的課題の抽出 

・事業の総括 

・評価基準・システムの策定 

・評価実施体制構築 

・モデル事業の総括 

・事業結果の評価 

・連携活用策の策定 

・マニュアルの策定 

・委員会及び部会運営 

・学校及び団体等との連携調整 

・事業費の会計処理等 

企 画 実 施 委 員 会（11 名） 

評価モデル開発・実施部会 

事務局（4名） 

事業評価・連携活用部会 
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企画実施委員会及び評価モデル開発・実施部会、事業評価・連携活用部会の委員

は次のとおりである。 

 

【企画実施委員会】委員名簿 

任期 平成 25 年 8 月 9 日～平成 26 年 3 月 14 日 

敬称略 

 
 企画実施委員会（１１名）                     （50 音順） 

氏 名 役    職    等 

 清水信一  武蔵野東技能高等専修学校 校長 

 菅野国弘  全国専修学校各種学校総連合会事務局 次長補佐  

 関口正雄  東京スポーツ・レクリエーション専門学校 校長 

 茅野祐子  私立専門学校等評価研究機構 理事長 

 福島 統  東京慈恵会医科大学教育ｾﾝﾀｰ 教授・ｾﾝﾀｰ長 

 福島吉範  東京美容家集団 会長 

 堀尾 卓  東京商工会議所企画調査部 主任調査役 

 真上浩泰  東京都生活文化局私学部私学行政課 課長補佐 

 松本泰治  専門学校第三者評価部会 部会長 

 八尾 勝  東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校 校長 

 山野晴雄  多摩地区高等学校進路指導協議会 顧問 

 

 
    

 
 評価モデル開発・実施部会（４名） 

 関根安雄  ハリウッドビューティ専門学校教務部 次長 

 髙橋 稔  早稲田速記医療福祉専門学校校長室 室長 

 八尾 勝  東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校 校長 

 山野晴雄  多摩地区高等学校進路指導協議会 顧問 
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 事業評価・連携活用部会（４名） 

 菅野国弘  全国専修学校各種学校総連合会事務局 次長補佐  

 福島 統  東京慈恵会医科大学教育ｾﾝﾀｰ教授・センター長 

 堀尾 卓  東京商工会議所企画調査部 主任調査役 

 松本泰治  専門学校第三者評価部会 部会長 

   
           以上、役職等は就任時点  

 

 
 事務局  (４名） 

 真崎裕子  私立専門学校等評価研究機構 事務局長 

 斎藤正宏       〃        課長 

 猪股久子       〃        主事      

 金城義之       〃        調査研究スタッフ 

   
 

 

（5）事業の成果物 

 学校評価を普及・促進するために次の出版物を作成し、専修学校関係者・

関係機関に配布する。 

 

①� 学校評価マニュアル  800 部 

②� 事業成果報告書    800 部 

 

（6） 実施スケジュール 

  次ページのとおり 
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（7）企画実施委員会及び各部会の活動状況 

   委員会及び各部会は以下の通り実施した。記述順序は開催順である。 

 

 【第 1回評価モデル開発・実施部会】 平成 25年 9月 2日開催 

・ 事業計画の概要説明 

・ モデル 2校における取組の準備状況確認 

・ 評価モデル実施内容の検討 

 

 【第 1回企画実施委員会】 

  平成 25 年 9月 5日開催 

・ 事業計画の概要説明 

① 専修学校制度の動向 

② 事業計画の内容とスケジュール 

③ モデル校２校の取組み状況説明 

・ モデル実施のあり方に関する審議                        

・ モデル実施の今後の進め方に関する審議 

 

 【第 2回評価モデル開発・実施部会】 平成 25年 9月 17 日開催 

・ モデル校における自己評価・学校関係者評価の実施計画の検討 

・ アンケート等による調査計画の検討 

 

 【第 3回評価モデル開発・実施部会】 平成 25年 10 月 3日開催 

・ モデル校における実施体制の構築、進捗状況の確認 

 

 【第 2回企画実施委員会】平成 25年 10 月 15 日開催 

・ モデル校における事業実施スケジュールの策定・説明 

・ 自己評価・学校関係者評価システム、マニュアルに関する審議 

・ 事例調査計画に関する審議 

                            

 【第 4回評価モデル開発・実施部会】 平成 25年 11 月 27 日開催 

・ モデル校における学校関係者評価委員会開催状況報告 

・ モデル事業における問題点等に関する討議 

 

 

 

（評価モデル開発・実施部会） 
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 【第 3回企画実施委員会】 平成 25年 12 月 12 日開催 

・ モデル校における学校関係者評価委員会開催状況報告 

・ 事例等調査計画の一部修正に関する審議 

・ 学校評価マニュアルの構成（案）に関する審議 

・ 事業成果報告書の構成（案）に関する審議 

 

 【第 5回評価モデル開発・実施部会】 平成 25年 12 月 24 日開催 

・ 第 3回企画実施委員会における決定事項に関する説明、討議 

・ モデル校における学校評価モデル事業実施報告、討議 

 

 【第 1回事業評価・連携活用部会】 平成 26年 1月 29 日開催 

・ 事業評価・連携活用部会の業務計画の説明 

・ 学校評価モデルの開発・実施状況報告 

・ 事例等調査方法に関する討議（所轄庁調査、企業調査、その他） 

 

 【第 2回事業評価・連携活用部会】 平成 26年 2月 21 日開催 

・ 学校評価アンケート調査結果（中間集計）に関する討議 

・ 学校評価マニュアル（案）に関する討議 

・ 事業成果報告書（案）に関する討議 

 

 【第 4回企画実施委員会】 平成 26年 2 月 26 日開催    

・ 学校評価アンケート調査結果報告、審議 

・ 学校評価マニュアル（案）に関する審議、決定 

・ 事業成果報告書（案）に関する審議、決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （企画実施委員会） 
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２ 学校評価システムの開発 

 

（1）学校評価システムの開発方針 

 学校評価を行う際の自己評価と学校関係者評価の評価項目及び様式等につ

いては、文部科学省のガイドラインにおいて、別添２「専修学校における学校

評価の進め方のイメージ例」を参考に、①具体的かつ明確な学校の重点目標の

設定、②自己評価の評価項目・指標等の設定、③自己評価の実施などを計画す

るよう示している。 

また、自己評価の評価項目・指標等については、専門学校に関するものとし

て附属資料１「専門学校の評価項目・指標等を検討する際の視点となる例」と

別添３「項目別の自己評価表（例）イメージ（専門学校）」、高等専修学校に関

するものとして附属資料２「高等専修学校の評価項目・指標等を検討する際の

視点となる例」と別添４「項目別の自己評価表（例）イメージ（高等専修学校）」

で具体的に示している。 

さらに、ガイドライン 55ページから 58ページにおいて「自己評価における

評価指標・観点・参考資料一覧表（イメージ案）」を掲載している。 

これらの示された要件と例示をもとに、モデル事業においては以下の条件で

モデルを設定し、システム素案をもとにモデル校における実施・検証の過程で

得られた情報や知見をもとに、成果物としてのマニュアルを仕上げることとす

る。 

  ① モデル実施・検証は、専門学校を対象として行う。ただし、マニュア  

  ルの作成は、専修学校全般を対象とした内容、記述とする。 

  ② 評価項目の選定は、ガイドラインに示された評価項目との整合性を図る 

  ため、評価機構が新たに定めた「専門学校等評価基準書 Ver.4.0」（以下 

  「基準書 Ver.4.0」という。）を基本に評価を行う。その理由については、  

  (3)で説明する。 

  ③ 自己評価報告書は、評価機構の「自己評価報告書様式」をベースにガイ 

  ドラインの要件を充たすように作成する。 

  ④ 学校関係者評価報告書は、ガイドラインに定める要件や実施体制を検 

   討し定めた様式を基本に作成する。 
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（2）学校評価の標準的スケジュール 

学校のホームページなどで公表されている学校評価報告書をみると、学校評

価の取組スケジュールは、ある時点を捉え、評価項目・指標に従い点検・評価

を行い、その結果を自己評価報告書として取りまとめる方法で行ってきている

ことが窺える。 

評価機構がこれまで取組んできた第三者評価事業を前提とした自己評価に

おいても、評価対象年度の次年度の一定の日に受審校が作成した自己評価報告

書をもとに記載内容の証拠となる文書等を審査する方式をとっている。 

そのため、前年度の実績がすべて文書・資料として整うためには、設置法人

の決算を待たねばならず、評価資料の提出及び審査の開始は、早くとも 9月以

降としている。 

しかし、ガイドライン 19 ページの「専修学校における学校評価の進め方の

イメージ例」によれば、自己評価は年度目標設定の段階から始まって、中間評

価を挟んで、自己評価と学校関係者評価をとりまとめ、公表し、翌年度の目標

設定や具体的取組みに反映させるようになっている。 

この図では、学校評価を 1年を通して取組むべきものと捉えおり、これまで

各学校及び評価機構が行ってきた一定の時点における学校運営や教育活動の

点検評価とは異なるものである。 

ただし、これは自己評価と学校関係者評価という、どちらかといえば内部評

価の範疇の中で行われるものであるので、第三者評価とは自ずとスタンスが違

うことはいうまでもない。 

この進め方のイメージ例は、ガイドラインに示された学校評価におけるＰＤ

ＣＡサイクルの導入を視野に組み立てられたものと考えられる。 

学校運営や教育活動は、たえず動いているものであり、その過程で課題を発

見すれば、直ちに改善策を検討し、次年度をまたず改善に着手することがスピ

ード感を持った今日の学校運営では求められている。 

このガイドラインのイメージ例のみでは、PLAN・DO・CHECK・ACTION の表示

はあるものの、具体的に年度のいつ頃からその取組を始めるのか、明確になっ

ていない。 

この点については、企画実施委員会でどのように取扱うか議論があった。そ

の中で、4 月から翌年 3月までという多くの学校の年間スケジュールを基本と

した標準的なスケジュールを本事業では示すべきであるとの結論に至った。 

本事業で作成するマニュアルにおいては、最も一般的と思われるスケジュー

ルを「標準スケジュール」として提示することにした。 

学校評価のスケジュールは、評価結果を具体的に何に活用しようとしている
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か、例えば教育課程編成に活用しようとすれば、その取組時期も決まるもので

あり、各学校で十分な討議を行い、学校運営が円滑に進むような評価スケジュ

ールを策定する必要がある。 

 

（3）評価項目及び評価指標等  

ガイドラインで例示する評価項目は次ページ上段に掲げるとおりである。

評価機構で用いている基準書 Ver.4.0 をその下に参考として示す。 

両者の主な相違点は評価項目の構成にある。ガイドラインは「評価項目」

と「評価指標」からなるが、基準書 Ver.4.0 は「大項目」、「中項目」「小項目」

の 3段階で構成されている。 

ガイドラインの「評価項目」が基準書 Ver.4.0 の「大項目」に相当し、「評

価指標」が「小項目」に相当する。 

基準書 Ver.4.0 では、いくつかの「小項目」を「中項目」として括り、さ

らに「大項目」として評価結果をまとめ記述する方式をとっている。「小項目」

と評価指標を比べると、小項目の方がガイドラインより数が多いが、小項目

はガイドラインに示された指標と基本的に一致するようになっている。 

なお、基準書 Ver.4.0 は、本来、評価機構が実施する第三者評価のために

定められたものである。さらにこの基準書 Ver.4.0 では、第三者評価の受審

校において自己評価報告書を的確に作成してもらうため、「小項目」ごとに「評

価の観点」を説明し、「チェック項目」と「参照資料」を示している。これら

をひととおり当たることで、評価指標の求めている事柄について見落としや

勘違いが生じないように図り、具体的でわかりやすい構造となっていること

から、今回のモデル実施において基準書 Ver.4.0 を基本的に適用することと

する。 
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（4）重点目標とＰＤＣＡサイクル 

ガイドラインに示された評価の進め方で最も特徴的な点は、毎年度の重点目

標を掲げ、ＰＤＣＡサイクルを運用してその達成状況を評価し、次の年度へス

パイラルアップできるよう改善を継続して図るよう求めていることにある。 

重点目標を立て、学校運営を行うことは、従来から各学校において行われて

きたことであり、予算・事業計画策定・計画執行の中で行われてきている。      

また、事業執行管理上の手法としてＰＤＣＡサイクルの導入を図っている専

修学校も少なからずある。ガイドラインが示した学校評価の実施とリンクさせ

た運用が定着するには一定の時間がかかるものと思われた。 

しかしながら、平成 25 年 8 月、職業実践専門課程の認定に関する規程の施 

行によって、学校評価の実施及び公表が認定要件として定められたことにより、

認定申請を行おうとする学校は、ガイドラインに基づく学校評価に取組んでお

り、専修学校における学校評価の進め方として、重点目標とＰＤＣＡの適切な

導入が進みつつあるところである。 

 

（5）自己評価報告書 

ガイドライン 15 ページでは「自己評価の結果の報告書には、重点目標やそ

の達成状況及び取組の適切さ等の評価結果や分析に加え、それらを踏まえた今

後の改善方策について、簡潔かつ明瞭に記述する。」と定めている。 

また、21 ページでは「各学校は、自己評価等の結果について、それを踏ま

えた今後の改善方策、積極的な取組と併せて、刊行物、ホームページ等への掲

載などの方法により広く社会に公表すること。さらに、保護者への説明会、関

係業界・地域住民等との意見交換の機会などにおいて積極的に説明を行い、今

後の取組に向けて、連携・協力の強化や支援が得られるよう工夫する。」こと

を求めている。 

以上の点を踏まえ、自己評価報告書への記載事項は次の項目とする。 
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自己評価において最も事務負担の大きな部分は「４ 評価項目毎の記述」で

ある。記述の方法としては、文章記述式、段階別評点方式などがあるが、評価

機構では評価の基礎的単位である小項目について表形式で自己評価結果を整

理する方式を採用し次の様式を定めている。 

枠内には短文または箇条書きで簡潔に記述することにしているので、比較的に

作成しやすいという長所がある。 

 この表で分析した内容は中項目単位で総括し、短文で記述している。公表に 

当たっては、これをさらに大項目で整理・要約した文章で記述することもある。 

モデル事業においても、この方法で自己評価報告書を作成することを基本とす 

る。 

 

 

 小項目 
ア 考え方・方針・ 

目標   
イ 現状・ 
 具体的な取組 

ウ 課題と 
解決方向 

エ イの参照資料 

     

 

 

 

 

 

 

 

 １ 学校の現況 

（学校名・所在地・沿革・学科の構成・学生数・教職員数・施設の概要） 

 ２ 評価の基本方針 

 ３ 重点目標 

 （重点目標・取組状況・成果・課題・今後の取組） 

 ４ 評価項目毎の記述 

 （項目についての考え方や方針・現状・課題・改善策・特記事項等） 

 ５ 参考資料 

 （組織図・規程・実績データ等） 
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（6）学校関係者評価 

 学校関係者評価については、評価機構ではこれまで取り扱ったことがない

ため、ガイドラインの定めを読み解き、第三者評価との違いなども勘案しな

がら、組織体制、評価内容、必要な様式類を含むシステムを検討することと

した。 

 ガイドライン 16ページ以下によれば、学校関係者評価を実施する目的は、

①自己評価結果の客観性・透明性を高めることと、②業界関係者や卒業生な

ど専修学校と密接に関係する者の理解促進や連携協力による学校運営の改善

を図ること等となっている。 

 また、個々の学校関係者から意見を個別に聞くということではなく、学校

関係者評価委員会または学校規模に見合った体制を整備したうえで評価を行

うことになっており、「学校関係者」の範囲も例示されている。 

 学校関係者評価委員会等の役割についても、自己評価結果の内容が適切か、

今後の改善方策が適切か、学校の定めた重点目標や学校運営の改善に向けた

実際の取組が適切なものか、委員各々の専門的助言を期待している。 

委員会の報告書は自己評価報告書同様に公開することになっている。 

 これらの要件を充たす学校関係者評価を実現するためには、専修学校関係

者にとっては不慣れな点が少なからずあり、かなりの業務負担が想定される

ところである。そこで、モデル実施に当たっては次の点を留意して取組を行

うこととした。 

① 学校関係者評価のためのマニュアル素案を早期に作成し、モデル校で実

施を進めるなかで見出した問題点や改善策などを盛り込み、システムのブ

ラッシュアップを図る。 

② 委員選任に伴う手続き文書様式、学校関係者評価報告書様式、事務局で

整備すべき議事録等の様式などを定め、モデル校における事務負担をでき

るだけ軽減するよう努める。 

③ ガイドライン上における自己評価と学校関係者評価の相対的な位置づけ

を理解するため、次の図を作成した。 

 

さらに、学校関係者評価委員会において、学校側の作成した自己評価報告

書を正しく理解し、適切な評価や意見をもらうためには、委員会への提出文

書として自己評価報告書と併せて解説資料を付した方がよいと考えられる。 

次に掲げるのはその例示である。 
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自己評価と学校関係者評価の組織体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自己評価実施体制】 

【学内体制】 

全教職員が参加して組織的に取組む 

 

 

 

 

 

 所掌事項 

①学校評価計画の策定 

②評価項目・指標・基準の決定 

③アンケートの実施 

④授業評価の実施 

⑤評価結果のまとめ、結果の活用 

【学校関係者評価委員会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卒業生・保護者・地域住民 

企業関係者・教育関係有識者など 

活動内容 

①自己評価結果の評価 

②施設確認 

③意見交換 

④改善意見・助言の表明 

自己評価 

自己評価報告書

積極的な評価活動 

学校関係者評価書 

自己評価委員会 

評価を中心にな

って実施するた

めの学内組織 
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（7） 学校関係者評価マニュアルの作成 

  学校関係者評価をモデル校において実施する前に、以下の項目によるマニ  

 ュアルを作成し、モデル校に説明した。 

 

 

学校関係者評価マニュアルの構成 

 

○ 学校関係者評価とは（概要、目的、実施時期、・・・・） 

○ 学校関係者評価の実施体制（規程、予算、担当部署等、・・・・） 

○ 評価委員の人選、委嘱手続き（委嘱・受諾文書、委員への事前説明事項、） 

○ 評価委員会の開催準備（開催日程調整、会場予約、開催通知、・・・・） 

○ 評価委員会への提出資料 

○ 評価委員の使用する文書様式（評価書、ワークシート、・・・・） 

○ 開催当日の段取り（会場設営、録音装置、報酬等用意、飲物、・・・） 

○ 評価委員会の会議運営(委員長指名、学校側出席者、説明者、記録者、・・・・・) 

○ 評価委員会の議事進行（学校概要、ＰＤＣＡサイクル、自己評価結果、審・・・） 

○ 学校の施設案内（施設設備視察、授業風景、案内コース、所要時間、・・・・・） 

○ 評価委員会における質問、資料要求への対応 

○ 学校関係者評価結果の取りまとめ（意見の集約、文書表現、学校との調・・・） 

○ 学校関係者評価結果の公表 

○ 学校関係者評価結果の活用 
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３ モデル校における実施と検証 

 

（1）モデル事業の実施条件 

 ガイドラインに基づいて自己評価と学校関係者評価をモデル校で試験的に

実施するにあたって、次のような検討課題があった。 

① ガイドラインでは 1 年間かけてＰＤＣＡサイクルを回しながら学校評価

活動を実施することになっているが、今回のモデル事業実施期間は平成 25

年 9 月から最長でも 4 カ月以内に完了させる必要がある。4 か月という期

間を 1年間と仮定して実施スケジュールを組む場合、ＰＤＣＡサイクルや

中間評価を十分に活用することは難しい。 

この点については、次のプロセスを取ることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ガイドラインでは年度開始にあたって重点目標を設定し、ＰＤＣＡサイ

クルによる管理を行うことになっているが、評価対象年度の 24 年度にお

いては、特に重点目標と位置付けていないし、年度中にＰＤＣＡサイクル

を意識的に実行していない。 

 この点については、モデル事業開始時点で、重点目標を改めて定めるこ

ととし、自己評価実施において点検をしながら進めることとした。 

 

 

 

自己評価の実施 

今年度事業（または来年度事業）への反映 

学校関係者評価委員会の開催（改善意見の提案） 

改善方策の検討 

学校関係者評価委員会の開催（改善方策の報告） 

自己評価・学校関係者評価結果の公表 
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（2）モデル校の選定 

学校評価ガイドラインに基づく自己評価システムと学校関係者評価システ

ム素案をもとにモデル的に学校評価を実施し、システムの検証を行う学校と

して次の 2校に協力を依頼した。この 2校は評価機構の会員校であり、自己

評価はもとより評価機構による第三者評価をすでに受けている専門学校であ

る。 

① ハリウッドビューティ専門学校 

 所在地  東京都港区六本木６－４－１ 

 設置法人 学校法人メイ・ウシヤマ学園 

 学校長  山中ジェニー 

 学校沿革 大正 14 年、ハリウッド美容学校として開設 

 設置学科 美容専門課程（４年制：高度専門科） 

（２年制：美容専門科・ﾄｰﾀﾙ･ﾋﾞｭｰﾃｨ専門科） 

ファッション専門課程（２年制：ファッション専門科） 

   学生数  732 人（平成 24年 5月 1日現在） 

    第三者評価受審年度  平成 22年度 

 

② 早稲田速記医療福祉専門学校 

 所在地  東京都豊島区高田 3-11-17 

 設置法人 学校法人川口学園 

 学校長  藤野 裕 

 学校沿革 昭和 10 年、早稲田式速記普及会を創設し、実地教育部で開講 

 設置学科 事務技術専門課程（２年制：医療秘書科・医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ科・ 

                  速記ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科・くすり調剤事務科 

              （１年制：診療情報管理専攻科） 

      教育・社会福祉専門課程（２年制：介護福祉科） 

      医療専門課程（３年制：鍼灸医療科） 

 学生数  733 人（平成 25年 5月 1日現在） 

  第三者評価受審年度 平成 21年度 

 

（3）モデル校との事業協定の締結 

 モデル校 2校において学校評価モデル事業を開始するにあたり、次の事業

協定書を取り交わした。 
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モ デ ル 評 価 事 業 協 定 書 

 

（目的） 

第１条 平成 25 年度専修学校の質保証・向上に関する調査研究「学校評価ガイ

ドラインに基づくモデルの開発・実証」の実施に係る事業(以下「当該事業」

という。）を共同連携して実施することを目的とする。 

 

（開始の時期及び終了の時期） 

第２条 当該事業は、平成 25 年 8 月 9 日に開始し、平成 26 年 3 月 14 日に終了

する。 

 

（構成員の所在地及び名称） 

第３条 当該事業の構成員は、次のとおりとする。 

 

所 在 地 東京都港区六本木 6-4-1 六本木ヒルズ ハリウッドプラザ 

学 校 名  ハリウッドビューティ専門学校 

代 表 者 校長 山中 ジェニー 

 

所 在 地 東京都豊島区高田 3-11-17 

学 校 名 早稲田速記医療福祉専門学校 

代 表 者 校長 藤 野  裕 

 

所 在 地 東京都渋谷区代々木 1-58-1 石山ビル６階  

団 体 名 特定非営利活動法人 私立専門学校等評価研究機構 

代 表 者 理事長 茅野祐子 

 

（企画実施委員会等） 

第４条 当該事業の実施は、構成員を含む「評価モデル開発・実施部会」及び企

画実施委員会を設け、当該事業の履行の基本に関する事項、事業運営に関す

る基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、当該事業の履行に当たる

ものとする。 
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（構成員の責任等） 

第５条 各構成員は、当該事業の履行及びその他関係する事業の履行に伴い負担

する債務の履行に関し、共同連携して責任を負うものとする。 

 

２ 当該事業の履行に係る各構成員の業務分担及び経費負担については、別表の

とおりとする。 

 

（権利義務の譲渡の制限） 

第６条 本協定書に基づく権利義務は他に譲渡することはできない。 

 

（協定書に定めのない事項） 

第７条 この協定書に定めのない事項については、構成員の協議において定める

ものとする。 

 

上記のとおり協定を締結したので、その証拠としてこの協定書３通を作成し、

各通に構成員が記名押 

印し、各１通を保有する。 

 

平成 25年 月  日 

 

所 在 地 東京都港区六本木 6-4-1 六本木ヒルズ ハリウッドプラザ 

学 校 名  ハリウッドビューティ専門学校 

代 表 者 校長 山中 ジェニー  ○印    

 

 

所 在 地 東京都豊島区高田 3-11-17 

学 校 名 早稲田速記医療福祉専門学校 

代 表 者 校長 藤 野  裕  ○印  

 

 

所 在 地 東京都渋谷区代々木 1-58-1 石山ビル６階  

団 体 名 特定非営利活動法人 私立専門学校等評価研究機構 

代 表 者 理事長 茅 野 祐 子  ○印  
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別 表 

 

業務分担及び経費負担 

  

構成員名（団体名） 業務分担 費用負担 

ハリウッドビュー 

ティ専門学校 

１ 自己評価の実施に関する

こと 

２ 学校関係者評価の実施に

関すること 

自己評価の実施に 

関する費用 

早稲田速記医療 

福祉専門学校 

１ 自己評価の実施に関する

こと 

２ 学校関係者評価の実施に

関すること 

自己評価の実施に 

関する費用 

私立専門学校等 

評価研究機構 

１ 上記学校が実施する自

己評価の支援に関すること 

２ 上記学校が実施する学

校関係者評価の支援に関す

ること 

学校関係者評価に 

関する費用 

 

 

 

 

（4）自己評価の実施 

 モデル校ではいずれも、毎年 9 月頃から前年度の自己評価に取り組んでい

た。これは、東京都内に所在する専修学校については「私立専修学校教育環

境整備費補助金（専修学校評価促進）」という東京都の補助制度の中で自己

点検・自己評価実施校に一律 20万円を支給する制度があり、その申請時期と

の関連からきている。このため、自己評価については学校の年間業務予定と

ほぼ同時期に開始することが可能であった。 

 自己評価に取り組むにあたって次の点が確認された。 
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① 実施体制 

 モデル 2校における自己評価実施体制は、いずれも従来から設置してい

る自己点検・自己評価を担当する委員会組織によって取り組むことになっ

た。 

② 評価項目・指標の設定 

自己評価のためにどのような評価項目や評価指標を設定するかという

ことについては、ガイドライン上では学校が目標の達成に向けて必要な項

目を任意に定めることになっている。この点については、両校とも従来か

ら機関別評価として全評価項目を対象に評価を行ってきたことから、全項

目をもとに評価を実施することになった。 

ただし、ハリウッドビューティ専門学校は基準書 Ver.3.0 によって作成

した自己評価報告書を年度改定することになった。早稲田速記医療福祉専

門学校は基準書 Ver.4.0 に基づき全項目を整理し直して評価を実施するこ

とになった。 

③ 重点目標の設定 

 前記(1)の②で述べたように、本来、評価対象年度当初に定めるべき重

点目標については、今年度の事業計画などをもとに、モデル 2校において

それぞれ次のとおり設定された。 

 

 

ハリウッドビューティ専門学校の重点目標 

 

 ・在校生・卒業生の社会的評価の向上 

 本校の学修成果目標は、国家試験合格、就職であるが、加えて、学んだ

ことを職場・社会において十分に活かすことができる力を育むことも重要

であると考えている。 

 そのため、学生に対して目標を明確化し、各種コンテストへの挑戦を奨

励・支援する。 

 

 ・入学定員の充足 

 定員充足は、学校運営・教育活動の基盤であり、質の高い教育活動を行

うため重要なことである。 

 そのため、学校説明会を充実させるなど具体的に入学定員の充足のため

に取組を強化する。 
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 早稲田速記医療福祉専門学校の重点目標 

 

 1.基本方針 

「専門教育と社会人化教育」の教育方針のもと、専門教育においては実務

能力を獲得させるとともに、知識・技能レベルの裏付けとなる検定・資格

についても、より上位レベルの取得に向けて支援する。 

 また社会人化教育については、2-40 プロジェクトを推進する中で種々検

討を重ねた結果、考える力(Think)、積極性(Positive)、対話力(Communi 

cation)の３つの能力が社会人基礎力として重要であると捉え、その育成に

向けた諸施策を実行する。 

 

 2.重点目標 

この基本方針のもとに、本年度の事業計画の中から、次の３項目を重点

課題として取り上げ、取り組むこととする。 

(1)退学防止 

・学校評価を高める要因の一つとして、教科・検定指導等の成果は重要で

あるが、それとともに入学後のミスマッチの解消や生活指導の充実に努め、

退学者数を減らすことも重要であり、全在籍者数の 4%以下とすることを目

標とする。 

(2)教員研修 

・学内外における教員研修に積極的に取り組むとともに、昨年の実績を踏

まえ、教員が参加しやすい授業公開のあり方を工夫し、教員個々人のイン

ストラクションスキル向上に努める。 

(3)検定指導 

・本校最多の学生数を有する医療事務分野の学生について、医療秘書検定

は重要な位置づけにある。１年生については、在籍者数の 90%以上を３級

に合格させ、学習へのモチベーションの維持、向上を図り、２年生につい

ては在籍者数の 70%以上を２級に合格させ、実務への自信と満足度を高め

る指導に努める。 
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（5）ハリウッドビューティ専門学校における学校関係者評価の実施 

① 学校関係者評価委員の選任 

 ハリウッドビューティ専門学校では学校関係者評価委員として次の 5名

の方に委員委嘱を行った。委員の任期は 2年である。 

 

② 学校関係者評価委員会の開催状況 

  【第 1回委員会】平成 25年 11 月 19 日（火）午前 10時開催 

・川口昭彦委員を委員長に選任 

・自己評価・重点目標に関する学校側の説明・審議 

・評価結果の取りまとめについて審議 

・今後のスケジュール、次回日程等決定 

 

  【第２回委員会】平成25年12月11日（水）   

             午前 10 時開催 

・学校関係者評価報告書案の審議 

・改善点、向上が望まれる点の審議 

・学校の今後の取組について意見交換     

・今後のスケジュール、次回日程等決定 

 

  【第３回委員会】平成 26年 1月 29 日（水）午前 10時 30 分開催 

・学校関係者評価結果の活用の審議 

・学校の取組について説明 

・活用状況について文書で取りまとめを決定 

・国際化に向け「諸外国の職業教育及び資格枠組の動向」について意見交換 

③ 特記事項 

・学校関係者評価報告書案は委員会において作成し、学校側とも調整・確認

し取りまとめを行っている。報告書は 21ページに及ぶ詳細な記述がある。 

 

専任区分 氏 名 所 属 等 

学識経験者 川口昭彦 （独）大学評価・学位授与機構 特任教授 

企業関係者 長尾哲治 (有)化粧品の店長尾 取締役・常務 

美容業界団体関係者 福島吉範 東京美容家集団 会長 

高等学校関係者 富田正次 前 都立六本木高等学校 校長 

地域支援者 酒井正子 近隣小学校同窓会副会長 
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(6) 早稲田速記医療福祉専門学校における学校関係者評価の実施 

① 学校関係者評価委員の選任 

 早稲田速記医療福祉専門学校では学校関係者評価委員として次の 5名の

方に委員委嘱を行った。委員の任期は 2年である。 

専任区分 氏 名 所 属 等 

高等学校関係者 佐藤文雄 元 東京都立東村山西高等学校校長 

企業関係者 藤井昌弘 (株)FMCA 代表取締役 

企業関係者 保坂正春 早稲田速記(株)専務取締役 

卒業生 野間 弘 昭和 50年 3月卒業生・評議員 

保護者 島本厚子 保護者 

 

② 学校関係者評価委員会の開催状況 

  【第 1回委員会】平成 25年 11 月 3日（日）午前 10時開催 

・保坂正春委員を委員長に選任 

・自己評価・重点目標に関する学校側の説明・審議 

・今後のスケジュール、次回日程等決定 

 

  【第２回委員会】平成 25年 11 月 17 日（日）午前 10時開催 

・学校関係者評価報告書案の審議 

・次回日程及び審議内容決定 

 

  【第３回委員会】平成 25年 12 月 22 日（日）  

           午前 10 時開催 

・学校関係者評価報告書に基づく改善取組の方向性 

・各学科長との意見交換 

・次年度の予定 

 

③ 特記事項 

・学校側から委員会に提出する資料は、

毎回、充実した内容であった。 

・学校関係者評価報告書案は事務局で作

成し、委員会で審議。決定した。 

・第３回目の委員会には各学科長も出席

し、委員に現状説明し、意見交換を行った。 

・委員の日程の都合で、委員会はすべて日曜日に開催された。 
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（7）評価結果の公表 

モデル校２校においては、それぞれ第２回委員会で学校関係者評価報告書

が学校長に提出されたところで、自己評価報告書とともに、学校のホームペ

ージに掲載する形で公表された。その内容は、付属資料 3を参照されたい。 

第３回委員会の終了を待たずに公表された理由は、両校が別途に職業実践

専門課程の認定申請を行っており、手続き上 12月の申請締め切りまでに公表

することが求められていたからである。 

 

（8）モデル校における学校評価の検証 

 ガイドラインの定めを確かめながら、自己評価と学校関係者評価システムの

素案をもとにモデル校 2校において実地に学校評価を実施した結果について、

以下に検証を行う。 

 

① 自己評価システム 

 ガイドラインに準拠した評価機構の基準書Ver.4.0は旧版のVer.3.0よりも

中項目の数を 47 項目から 10項目減じ 37項目に整理したうえで、小項目やチ

ェック項目も全面的に見直した結果、よりわかりやすく、作成上の負担も軽減

される評価基準であることが確認できた。もっとも両校とも従前から継続して

この基準書のシリーズを適用してきたので、取扱いに慣れているということは

あったかもしれない。この点、基準書 Ver.4.0 の有効性については、今後幅広

く活用される中で、さらに検証していかなければならない。 

 重点目標の設定については、モデル事業実施のために、急遽、事業計画など

から目標設定したものであったが、学校の喫緊の課題を数値目標を示して的確

に取り上げてあり、目標達成計画や方法も示されていた。今回はスケジュール

の制約でＰＤＣＡサイクルを活用した手順を踏むことは事実上できなかった

が、このような重点目標を設定すれば運用が十分可能であると思われる。 

 

② 学校関係者評価システム 

 学校関係者評価についてはシステム素案をマニュアルとして学校側に提示

し、実施を進めてもらった。想定されていたことであったが、各学校とも委員

の人選にかなりの時間とエネルギーを投入したようである。今回の委員数は各

校とも 5名であったが、できれば、もう 1人か 2人必要かもしれない。 

 委員就任にかかる手続き文書類は、実用的であった。 

 委員会開催に至るまでの開催通知や資料の準備など、マニュアルが参考にな

ったようである。 



28 

 

委員会側からの改善意見については、ハリウッドビューティ専門学校では、

「入学定員の充足」について、「社会的環境の変化を配慮しつつ、学科・課程

の統廃合を含めた抜本的な対策が必要であろう。」と提言している。また、「更

なる向上が期待される点」として、第３回目の委員会で「教育の国際化・グロ

ーバル化を取り上げて議論しよう。」と呼び掛け、実施している 

早稲田速記医療福祉専門学校においても、重点目標について「具体的な年度

の達成目標」を明記することを求め、さらに「新たに法整備される予定のがん

登録に対応できる人材など、現場の仕事内容の変化に応じた人材要望の把握や

新しい仕事への対応を積極的に進めてほしい。｣とアドバイスしている。 

各回の委員会には、評価機構事務局職員もオブザーバー参加し、会議の状況

などをつぶさに観察したが、いずれの委員会も雰囲気に活気があり、率直な意

見交換が交わされ、委員長の取りまとめも適切であった。こういう形で会議運

営が進行するならば、学校関係者評価という新しい仕組みも順調に継続すると

思われた。 

 

（9）モデル校からの意見・感想 

今回、評価モデル実施協力校に、評価の実施、特に今回初めて取組んだ学 

 校関係者評価の実施にあたって、卒直な意見・感想を寄せていただいたので 

 以下に紹介する。これらは、当該専門学校の課題であるが、これから学校評 

 価に取組む学校にとっても大変参考になるものである。 

  

  ① モデル評価実施に際して困難と感じた点 

 

  ■評価に関する考え方の違い 

   学校評価についての考え方としてこれまで、両校とも、自己評価、第三者 

  評価の枠組みで学校評価を捉えていたため、ガイドラインに示された「学校 

  関係者評価」の実施にあたっては、学内において一定の議論と合意形成が必 

  要であった。「学校関係者評価委員会」は、ステークホルダーであり、学校の 

  支援者、サポーターと捉えることで位置付けを明確にして、学内の合意形成 

  を行った。    

  ■実施期間の制約からの難しさ  

   実施期間が極めて短期間であったため、ガイドラインに示された、重点 

  項目の設定等など形式的な対応となったところは否定できない。来年度以降 

  は実質化に努めたい。 
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  ■学校関係者評価委員の選任など 

   両校とも準備段階での困難な点として学校関係者評価委員会の委員の選任 

  を挙げている。どのような検討を経て決めたかは、以下の通りである。 

  ・卒業生については、評議員など比較的候補が容易に想定できた。 

  ・高等学校関係者、保護者は、どういう方に依頼したらよいか、企業関係者 

  はどの分野の企業・団体から選任するのか、設置しているがすべての学科か 

  ら選任しなければならないのかなど、判断に迷う点が多かった。 

   結果的には、「職業実践専門課程」認定制度の実施にあたって文部科学省に 

  より示された要件に基づいて決める方法をとった。 

   高等学校関係者は、現職の方への依頼が難しいところから両校とも校長Ｏ 

  Ｂの方に、また企業関係者は、職業実践専門課程の推薦学科の分野を中心に 

  に選定・依頼することにした。 

  ・保護者を選任した学校では、保護会組織が存在しないことから、担当クラ 

  スの保護者に個別にお願いした。 

  ・地域支援者を選任した学校では、近隣の町会組織も考慮したが人選が難し 

  く、以前から当該学校の教育への理解者で、かつ、教職経歴がある方を選任 

  した。  

  ■事務局としての苦労は  

   モデル実施では、学校関係者評価委員会を 3回開催することと決められて 

  いたこと、また、職業実践専門課程の推薦申請手続きのタイムリミットもあ 

  り、極めて短期間での委員会開催、実質的な審議内容の確保、会議資料・ 

  会議議事録の整理等、事務局としての業務は、正直大変であった。 

 

 ② 実施にあたって工夫した点 

 

  ■実質的な審議を確保するために 

   短期間で実質的な審議を可能にした要因として、委員長の選任が両校とも 

  的確であったことが挙げられる。共通するのは、学校に対する理解の深さで 

  ある。両校の場合は以下のとおりである。 

  ・学校の創立当初から関係が深い企業から選任した委員に委員長就任を依頼 

  した。 

  ・以前から交流があり、指導を受けており、大学認証評価を専門とする学識 

  経験者に委員長をお願いした。両校とも、以前から、連絡の機会が比 

  較的多く、また、1校の場合は、近隣に事務所があったこともあり、事前の 

  打合わせや連絡調整が円滑に行うことができる条件が揃っていた。 
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 ③ 今後の課題・提案 

 

  ■ＰＤＣＡサイクルを機能させるために 

   学校評価ではＣとＡがポイントだが、年度初めの方針と活動計画の作成、 

  年度末の活動報告で手一杯の現状で、自己点検・評価までは何とか実施でき 

  るが、改善活動がなかなか進まないという側面があるように感じている。 

   ＰＤＣＡのＣにおいて望ましくない事態に直面したとき、再発防止、未然 

  防止のための処置をとることによってマネジメントのレベルが上がる。改善 

  とは、それを確実に行うことであり、これが、ＰＤＣＡのねらいだと言われ 

  ている。この考え方からも、自己点検結果の内容が適切か、今後の改善方策 

  が適切か、重点目標や自己点検の評価項目等が適切か、学校運営の改善に向 

  けた実際の取組が適切かなどについて、学校関係者評価委員会から率直な意 

  見と提案をいただきたいと考えており、委員会運営において実現できるよう 

  努力したい。 

 

  ■学校関係者評価の実施についての提案 

   職業実践専門課程の認可申請する場合は、要件を満たすことは、必要だが、 

  本来の学校関係者評価においては、ガイドライン全項目の評価ではなく、ま 

  ずＰ（目標）を明快に説明する、教育や学校運営に関する年間テーマの中か 

  ら委員会において評価してもらう重点目標（数値も示す）に絞って、Ｄ実施 

  プロセス（活動経過）と結果（数値）からＣ（評価）を行ってもらい、評価 

  結果に対する回答（Ａ改善の進め方）を期限付き（次年度の重点目標検討前 

  まで）で学校に要求してもらうことを標準の考え方にしてはどうだろうか。 

   その上で次年度初回の委員会でＡ改善の進め方の実施状況を報告して、更 

  に意見・提案をいただくことで継続的な改善を目指したい。    

   

  ■委員の選任と委員会運営についての提案 

   今回お願いした委員の方々は、従来から本校の教育活動等に理解があり、 

  協力を得ていることから評価の目的は達成できたが、学校側も委員側も学校 

  関係者評価についての理解のための研修等が必要であると考える。 
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 ④ 専修学校の学校評価制度等についての要望 

  

  ■制度の道筋の明確化について 

   これまで行ってきた自己評価、第三者評価について、学校関係者評価に生 

  かすことができたが、職業実践専門課程の認定制度などの新たな動きの中で 

  ガイドラインの内容や評価制度そのものの動きが今後どのようになるのか道 

  筋を明確に示してほしい。 

 

  ■第三者評価について 

   ガイドラインに明記はされているものの、第三者評価については、「･･･ 

  ･仕組みの構築も含め、更に検討するとともに、先導的な取組を推進する必要  

     がある。」、「････既に実施されている先進的な第三者評価の取組等との関 

     係を整理しつつ、引き続き検討する。」とされており、今後のテーマ扱いに 

     なっている。 

      このため心配なのは、今回、自己評価と学校関係者評価を実施したので、学 

    校評価はしっかりとやっている、要件を満たしていると判断されてしまうこ 

    とである。 

   学校関係者評価は外部評価ではあるものの、あくまでも自己評価につなが 

  る学校内の評価の仕組みであることを忘れてはならない。 評価機関（第三者） 

  が設定した基準に基づく客観的な評価と専門的な助言とともに、課題や改善 

  の方向性等が明示される第三者評価が次のステップであり、それが学校運営 

  の更なる活性化に繋がるものであると考える。 
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４ 学校評価マニュアルの作成 

 

(1)  マニュアルの作成方針 

学校評価ガイドラインの趣旨に基づいて、専修学校教育の質を保証しその向

上に資するために学校評価を継続的に実施するためには、学校内に自己評価を

実施するための組織体制を整備し、併せて個々の教職員が学校評価の意義を十

分理解することが必要である。このマニュアルは、各学校において、学校評価

を円滑に進めるために必要な事項をまとめ、実用的な手引きとなるよう作成し

たものである。 

 

(2)  マニュアルの構成 

 この学校評価マニュアルは、ガイドラインに示された事項に沿うとともに

今回のモデル実施の結果、評価機構がこれまで取組んできた事例を基に作成

したものである。 

 学内体制の整備から自己評価報告書の作成までこれから学校評価に取組む

学校においてもガイドラインに沿って学校評価の意義を理解しながら学校評

価を進めることができように構成している。 

 

 

   専修学校の学校評価マニュアルの構成 

 本 編 

Ⅰ 専修学校の学校評価制度 

Ⅱ 学校評価ガイドラインの策定 

 1 学校評価の定義 

 2 学校評価の目的 

 3 学校評価と PDCA サイクル  

Ⅲ ガイドラインに沿った学校評価の進め方 

 1 基本方針の策定 

 2 学内規程の制定・改正 

 3 自己評価の重要性 

 4 学内評価実施体制の整備 

 5 計画・スケジュールの策定 

 6 評価項目・指標の設定 

 7 重点目標の設定 

 8 外部アンケートの活用 
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 9 自己評価報告書の作成・報告書の記述 

 10 確認資料の収集と管理 

 11 自己評価結果の公表 

Ⅳ 学校関係者評価の進め方 

 1 学校関係者評価のガイドライン 

 2 自己評価と学校関係者評価 

 3 学校関係者評価委員会の設置 

 4 学校関係者評価報告書の作成 

 5 学校関係者評価結果の公表 

 6 評価結果の活用 

 7 学校関係者評価の継続 

 8 学校関係者評価の事例紹介 

Ⅴ 学校関係者評価と第三者評価 

Ⅵ 職業実践専門課程の認定と学校評価 

Ⅶ 積極的な情報提供 

 1 情報提供の内容 

 2 情報提供の方法 

 

資料編 

  Ⅰ 学校評価ガイドラインの附属資料から 

  Ⅱ 各種様式例 

  Ⅲ 規程例 

  Ⅳ 専修学校における学校評価に関する根拠規定 
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５ 専修学校の学校評価制度に関する調査と課題 
   

  今後の課題を抽出するため、今回、ガイドラインの策定・公表を契機として 

 専修学校における学校評価への取組状況に変化があったか、また、所轄庁で 

 はどのような新たな取組がなされているか、加えて、企業が学校評価について 

 どのように捉えているかについて調査を行った。詳細な調査・分析には至らな 

 かったが、学校評価への取組についていくつかの課題を確認できた。 

 ここでは、調査結果を中心に、そこから見えてきた課題を記述する。 

 

（1）専修学校における取組状況調査 

  平成 25 年 3月に文部科学省から公表されたガイドラインを受けて、各専修 

学校は、どのような取組を始めているだろうか。取組状況を調査するため、 

本来は全国的な調査を実施するところだが、今回は時間的な制約もあったと 

ころから、当機構の正会員あてにアンケートを実施することにした、平成 26 

年 2月 3日付けで 122 校あてにアンケート調査を行い、52 校から回答を得て 

いる。自己評価、学校関係者評価、積極的な情報提供に関する設問の回答を 

以下のとおりまとめた。 

 

調査項目Ⅰ 自己評価 

 

 ① 学内の評価組織 ( )は回答全体比 

 評価組織として、常設の委員会を設置している及び学内委員会で実施との

回答が一番多く 30校（57.7％）で、担当部署及び担当者において実施をして

いる学校は、21校（40.3％）である。担当部署が実施している学校も割合と

して多く、学校の規模等との関連についての分析も今後必要である。 

 

 ② 評価項目 

    評価項目の決定では、ガイドラインに沿って実施したとの回答が 36校 

 （69.2％）、従来の方法で実施したとの回答が 16校（30.8％）で、今回ガイド 

  ラインが示した評価項目・評価指標を意識している傾向が表れている。 

  

 ③ 実施期間 

   評価実施期間は、２ヶ月以内が最も多く 17校（32.7％）で、最も多く時間 

  をかけている学校は６ヶ月以上を超えるとの回答が 5校（9.6％）あった。全 

  体を見ると 1から 3ヶ月以内で 67.3％の学校が実施している。 
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 ④ 携わった人員 

   評価業務に携わった人員は 1人から 30人まで幅広く、人数ごとで見れば 5 

  人との回答が 9校（17.1％）で、2人から 6人の範囲に 31校（59.6％）が入 

  っている。 

  

 ⑤ 自己評価結果の公表 

   自己評価結果の公表では、31 校（59.6％）がホームページでの公表と回答、 

  冊子の配布を含めると 73％の学校でガイドラインの沿った公表方法で公   

  表していることがわかる。反面 6校（11.5％）では公表していないとの回答  

  もあり、公表を法令規定、ガイドラインの趣旨も踏まえて普及・促進するた 

  めには、何が要因となって公表していないのか解明が必要である。 

 

調査項目Ⅱ 学校関係者評価 

 

 ① 実施状況 

    学校関係者評価の実施状況は、30 校（57.7％）が今年度すでに実施し、8 

    校（15.4％）が平成 26年度に実施を予定している。合計すると 52％が実施  

  をしたか準備をしている。今回、職業実践専門課程の認定についての設問は 

  用意しなかったので推測の範囲であるが、学校関係者評価の実施・公表が認 

  定要件 になったことが影響していると考えられる。この傾向は、自己評価結 

  果のホー ムページ上での公表の回答数が従来に比べて多くなっていること 

  も同様の理由と考えられる。 

 

 ② 実施時期 

    実施時期も幅があるが、回答した学校では 12月から 1月で概ね実施を終え 

  ている。この実施時期について、ガイドラインが示しているＰＤＣＡサイク 

  ルの活用と評価の標準スケジュールとの関連から、各学校の事情から異なる 

  取組みが行われているということがわかるが、今回は職業実践専門課程の申 

  請時期に影響されていることも考えられる。 

 

 ③ 学校関係者評価委員会の開催回数 ( )は実施校比 

    委員会の開催回数は、1回が最も多く 15校で実施した学校が 50％で、2回 

     が 13 校（43・3％）、3回（6.67％）である。今回の評価モデル実施校におい 

    ては、3回実施している。自己評価結果、学校関係者評価結果、改善について 

    の意見交換を実施するとの考えで実施回数を決定したが、調査結果から実態    
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  は少ないことがわかった。但し開催委員会の回数を設問としたため、持ち 

  回り的な審議などのやり取りは設問に含んでいないことから一概に少ないと 

  の結論は出せない。 

 

 ④ 学校関係者評価委員会委員数 

   委員数も実施期間と同様で 3人から 25人まで幅がある。これは、職業 

  実践専門課程が示した委員会構成の要件の中で企業関係者の選任を必須とし    

  たことでそれぞれの学校の学科の規模により委員数が異なっていることによ 

  るものであることが推測される。5人から 10人の範囲の中に 50％の学校が入   

  っている。 

 

 ⑤ 委員の選任区分（評議員のうち数） 

   委員の選任区分では、卒業生が 39 人で実施校 1校当たり 1.3 人、業界関係 

  者は、101 人で実施校 1校当たり 3.4 人、高等学校関係者は 16人で実施校 1  

  校当たり 0.5 人、保護者は 20人で、実施校 1校当たり 0.7 人、地域住民は、 

  17 人で実施校 1校当たり 0.6 人、学識経験者は 16人で、実施校 1校当たり 

  0.5 人、評議員は 8人で、実施校 1校あたり 0.3 人である。 

   これらの委員のうち評議員は 22 人で実施校 1校当たり、0.7 人となってい 

  る。 

   今回の評価モデル実施校においても委員の選任区分を決めることに難しさ 

  はあったが、職業教育機関であり職業実践専門課程の認定要件が学科に関 

  連する業界関係者委員を必須としたことにより、委員構成の中心となる委員 

  が決定して、その他の委員構成が決定するという評価モデル実施での実例と 

  同様の傾向にあるのではと推測される。 

   評議員を学校関係者評価委員として選任することは、モデル評価実施にお 

  いても当初検討したが、外部評価の要件を備えている適任者が予想より少な  

  かったことにより、評議員活用型の学校関係者評価の実施は実現できなかっ 

  たが、一定の人数が選任されていることが確認できた。学校関係者評価の実 

  施では、評議員の活用は、引続く課題である。 

 

 ⑥ 委員の任期 

委員の任期は、1年が 13校（実施校 1校当たり 43.3％）2年も同様の数値

で、3年が 1校、4年が 1校である。委員に任期の決定は、学校側に委ねられ

ている。 

   何年が合理的かという判断は一概にできないが、学校法人等の役員の任期 
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  が 2年ということから、継続性も考慮すると 2～3年程度かということで、 

  評価モデル実施では 2年としている。 

 

 ⑦ 評価報告書の作成 

   学校関係者評価の結果を取りまとめについて、委員会側が報告書を作成し  

  た学校は 5校で実施校のうち 16.7％で、事務局が審議状況から原案を示し審  

  議の上、決定した学校は 24校で 80％で、ほとんどの学校では学校側の原案 

  作成という回答である。 

   委員長が作成した学校が 1校あった。評価モデル実施においても 1校は委 

  員会、1校は学校という結果であった。委員会が作成したとして、学校側と 

  のやりとりは必要であったことはモデル実施の事例からいえる。報告書の作 

  成は、業務的な負担感があることから、報告書の様式等の設定など工夫が必 

  要である。 

 

 ⑧ 評価結果の公表 

   評価結果の公表は複数回答形式をとったが、25校がホームページ上で公表 

  しており実施校のうち 83.3％、冊子配布が 5校 16.7％、窓口閲覧が 2校、 

  6.7％、公表していないとの回答が 2校 0.07％あった。ホームページでの公 

  表が高い率を示しているのは、職業実践専門課程の要件であることが要因で 

  ある。 

 

設問Ⅲ 情報提供等ガイドラインへの対応 

 

 ① ガイドラインへの対応 

   情報提供において、ガイドラインに沿って既に行った学校は、27校 51.9％  

  であり、準備中を含めると 94.2％がガイドラインに沿った情報提供に取組ん  

  でいることがわかる。各学校において教育情報等の積極的な取組を促すこと 

  の推進力となったのが職業実践専門課程の要件であり、専修学校における積 

  極的な情報提供がこのことを契機として既に広がっている現状は、学校ホー 

  ムページで確認できる。 

 

 ② 情報提供の方法 

    情報提供の方法は、学校のホームページに掲載した学校が 27校で既に情報 

    提供している学校が全てホームページ上の公表を行っていることが分かった。 

    その他広報誌への掲載が 1校、準備中 1校という回答である。 
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   今回の調査結果から、自己評価の実施及び結果の公表において、ホームペー 

 ジ上での公表方法をとる学校が確実に増加していることが明確になり、ガイド 

 ラインの策定、それに続く職業実践専門課程の認定制度のスタートが推進力と 

 なり実施方法が示されて日が浅い学校関係者評価の実施が既に一定の学校で実 

 施されていることが確認できた。 

  特に学校関係者評価の実施では、職業実践専門課程の要件として示された具 

 体的な委員選任、委員会の開催、評価結果の公表方法、評価結果の活用がガイ 

 ドライン的な役割となって実施されてことが窺える。 

  このことは、モデル実施の事例として実施後に協力校から寄せられた感想に 

 も明確になっている。 

 今後、職業実践専門課程の認定制度の対象校が広がることにより、専修学校 

におけるガイドラインに基づく学校評価の実施が促進されることは予想される。 

 一方、職業実践専門課程は専門課程を設置している学校のみが対象であるこ 

とから、設置していない学校、高等課程のみ設置している学校についてはどの 

ような状況なのかについても調査を行い普及促進策を策定する必要があると考 

える。今回の事業では、モデル実施の事例等を活用して「学校評価マニュアル」 

を作成した。このマニュアルがその一助になればと考えている。 

 

（2）所轄庁における取組状況 

 ガイドラインによって専修学校の学校評価の実施方法等が具体的に示され 

た。その後、25年 8月には「職業実践専門課程」の認定に関する規程が公表 

され、学校評価の普及・促進に大きく影響している。 

 これを受け、専修学校の所轄庁である都道府県では、どのような対応を図 

っているのだろうか。平成 26年 2月 7日付けで 47都道府県にアンケート調 

査を実施し 39都道府県から回答を得た。ガイドライン策定を契機に取組んだ 

こと、学校評価結果の活用、学校評価への支援等に関する設問の回答を以下 

のとおりまとめた。 

 

設問Ⅰ 文部科学省ガイドラインへの対応 

 

① 問合せ状況 

  ガイドラインに関する問合せ状況は、内容では、「ガイドラインの規定解釈」 

 4 団体・17件、「自己評価実施方法」10団体 33件、「学校関係者評価の実施方  

  法」14 団体 84 件であり、職業実践専門課程に関連した質問が多く寄せられ  

 たとの回答が 3団体からあった。その他の問合せ内容として「評価項目につい 
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 て」2団体あった。その他の団体は未回答かゼロ件ということでガイドライン  

 についての直接の問合せは、多くはないことが確認できる。ただし職業実践専 

 門課程の認定手続きに関しての問合せはあり、その中で要件となっている学校 

 評価に関する問い合わせなどは一定程度あったと推測される。 

 

② 学校評価促進のために取り組んだこと 

  ガイドラインの説明会を開催した団体が 2団体で内 1団体は専修学校団体と 

 共催で行っている。ガイドラインのマニュアルを作成して専修学校に配布した 

 団体が 1団体あった。自己評価結果・学校関係者評価結果の報告を求めること 

 にした団体も 1団体あった。 

  その他の取組では 15団体が、職業実践専門課程の説明会でのガイドラインの 

 説明、チェックシートの作成・配布、運営等調査結果による把握及び指導、訪 

 問調査時における指導など行っている。今後の取組予定については、マニュア 

 ルの作成・配布、研修会の実施など具体的に計画していることが確認できた。 

 

③ 連携強化・支援に繋がる評価結果の活用法 

  ガイドラインで示された評価結果の活用として、連携強化・支援についての 

 取組を求めていることから、所轄庁の実施状況を検討・予定状況についての設 

 問は複数回答形式で行った。 

  「各学校の教育の特色、課題とその改善に向けた取組状況を積極的に把握す 

 る」が 24団体で最も多く、次に「定期的に行っている学校の運営状況調査等 

 の項目に学校評価の実施状況の項目を加える」が予定を含め 14 団体であり、  

 「評価結果を専修学校教育の質向上を図るための支援策の検討の参考とする」 

 が 11 団体である。積極的な対応として「学校関係者の研修会等で学校運営改善 

 のための指導等に活用する」が 6団体、「産業振興部署と協力し、教育課程の 

 編成や学校関係者評価への人材派遣など地元企業との産学連携の仕組みを構築 

 する」が 2団体あった。 

  この設問は、今回の調査研究事業において、評価結果の活用についての提案 

 が課題としてあることから設定したものである。回答数は少ないものの「産業 

 振興部署と協力し、教育課程の編成や学校関係者評価への人材派遣など地元企 

 業との産学連携の仕組みを構築する」が 2団体あったことは、今後の取組の方  

 向性を示すものとして意義深い。 
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設問Ⅱ 専修学校に対する研修実施状況 

 

① 実施状況 

  専修学校を対象とした研修の実施状況としては、定期的に 4団体が実施をし 

 ており、専修学校団体へ委託して実施をしている団体は 4団体である。実施し 

 たことがないと回答した団体は 28団体、実施していた団体は 2団体あった。研 

 修は実施しないが、講師を派遣した団体も内数であるが 2団体あった。 

 

② 実施内容 

  研修内容では、学校評価に関することをテーマとした研修会は 1団体のみが  

 実施している。他の研修内容では、教員研修、管理監督者研修、人権教育研修、 

 学校法人研修事務担当者研修が実施されている。 

 

③ 必要な研修内容 

  この設問は、これからの学校評価をテーマとした研修では、どのような内容

が必要なのかを複数回答形式での設問である。「学校評価制度全般に関する解

説・講義」が最も多く 20 団体、次に「学内における自己評価の進め方と報告

書の記載演習」が 16団体、「専修学校におけるガイドラインについての内容解

説」が 15団体である。 

  また、「管理監督者が学校評価を推進する役割と責任を理解するための講義」

が 15 件である。「学校関係者評価委員会の運営に関する解説と模擬演習」が 8

団体、「学内・地域での推進する人材を養成するための研修」が 7件である。 

  「学校関係者評価委員を養成するための研修」も 6団体が必要であると回答

している。自由意見欄では、学校の規模の大小、学校評価に関する意識の差に

より取組みの差が激しい現状から、学校評価に対する認識を養う研修が必要で

あるとの意見が寄せられている。 

 

設問Ⅲ 専修学校の評価実施への支援制度 

 

 ① 支援への取組 

    学校評価促進のための具体的な支援では、評価経費の補助を行っている団 

  体が 2団体あり、各種補助制度の算定にあたって学校評価の実施を要件とし 

  ている団体が予定を含めて 8団体ある。研修会の開催経費補助が 2団体、専 

  修学校団体へガイドラインに基づくマニュアルの作成及び説明会の開催を委 

  託事業として実施する予定であるとの回答が 1団体からあった。 
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 ② 学校評価促進への考え 

    学校評価に関する自由意見では以下のような意見が寄せられた。 

    ○専修学校 については教育内容や学校の運営形態が多種多様であることか 

  ら、学校評価モデルを一律に適用することは困難な状況にある。学校評価の 

  取組を進めていくためには、各学校が自校の運営状況に応じて参考にできる 

  よう、多様な学校評価モデルの提供が必要であると考えている。 

  ○法令により自己評価の実施・公表が義務、学校関係者評価が努力義務であ 

  ることを周知して実施・公表率を高めて いく必要があると考えている。その 

  ため、各都道府県の状況や取組みについて情報共有していただきたい。本調 

  査もフィードバックしていただきたいのでよろしくお願いいたします。 

  ○学校評価については正しく理解していない学校が見受けられる。（特に学校 

  関係者評価の運用方法）マニュアルの整備が必要である。 

  ○専修学校全体の学校評価を推進するため、ガイドラインに基づく実践例の 

  公表、外部アンケートの共同実施など専修学校間の連携による全体的な質向 

  上の取組の推進への取組が必要 である。 

  ○職業実践専門課程の認定制度の施行に伴い学校関係者評価を実施する学校 

  が増えた。学校が自主的に行うことが理想であるが、上記のように何かの手 

  続きに結びつけることで更に推進できるのではないかと思う。 

  ○学校規模が様々であり評価レベルもまちまちである。学校が学校評価を活 

  用することに効果を感じ、自発的に取組むことが重要である。 

 

   今回の所轄庁への調査については、実施をするかどうかで悩んだところで 

  ある。理由として、職業実践専門課程の認定手続きが行われており、はじめ 

  ての手続きのため都道府県の担当部局では大変なご苦労があると推察し躊躇 

  した面が否めないが、ガイドラインには、所轄庁の取組に言及しており、各 

  専修学校に対して認可・届出等の手続きなどを通して、もっとも専修学校の 

  状況について把握している都道府県に対する調査は欠かせないと判断して実 

  施を行った。 

   結果 39 団体（83％）から回答を得た。回答内容から、ガイドラインの策定、 

  職業実践専門課程の認定制度の実施の状況から、これまで以上に実施につい 

  ての相談への対応、学校評価をどのように普及・促進していくかについて、 

  課程・分野・規模等に様々に状況が違う専修学校に対応していかなければな 

  らない都道府県所轄庁は苦慮している状況が分かる。このような率直な回答 

  があったことは意義があった。指摘された事項にどのようにな対応していく 

  か今後の課題である。     
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（3）学校評価における企業との連携 

   専修学校では、実践的な職業教育に取組んでいる学校が多く、専修学校制度

の大きな特徴となっている。このことから、就職活動、教材開発、実習、イン

ターンシップ、教員の育成、教員の派遣・採用など教育活動・学校運営のあら

ゆる場面において継続した連携関係を構築している。 

  学校評価という側面からの連携関係はどうか、自己評価の実施においては、   

 実施結果を公表する場合は、一般に向けての公表であることが多い。評価機関 

 である当機構では、第三者評価に実施にあたって、受審校の設置学科と関連す 

 る企業・団体から評価委員を選任して、学校ごとに設置する評価部会に参画し 

 ている。 

   具体的な評価者選任では、資格団体、養成学校協会等からの推薦もあるが、  

 個別にあたることが多いのが現状である。 

   今回、ガイドラインでは、自己評価に加えて学校関係者評価の実施を推奨し  

 ており、職業実践専門課程の認定制度では学校関係者評価の実施と結果公表が   

 要件となっていることから専門課程を設置し、当該課程を目指す学校にとって 

 は、関連する企業等との継続した連携関係の構築が喫緊の課題となっている。 

   本事業での評価モデル実施では、企業関係・団体関係からの委員の選任と依 

 頼はこれまでの学校のネットワークを活用して選任・依頼が行われたことから 

 他の選任区分に比べると容易に選任できるにではとも考えられる。しかしなが 

 ら、企業・業界団体等からの意見は重要で委員の資質も問われるところである。 

  そこで、今回、東京商工会議所の協力により 2つの企業から意見を聞くこと   

 できたので紹介する。 

 

 ■情報システム系企業取締役 

  当社では専門学校から就職先として一定の割合を受入れている。新任研修を  

 依頼して実施する中でマナー教育も実施しているので円滑に職業生活に移行で  

 きている。企業側にとっても職場に定着させることは重要な課題となっている 

 が、当社での専門学校卒業生は、大学生に比べ短い導入期間で職場に慣れてい    

 ると感じられる。 

  学校評価制度については詳しくは分からないが、学校運営・教育活動につい 

 ての評価結果の公表は意義あるものだと思う。なぜなら、一定の基準をクリア 

 しており、適切に学校運営がなされていることが公表されれば、学校選択の基 

 準となるからである。学校が学校関係者評価を行ったり、教育課程の編成につ 

 いて企業等から意見が必要であれば当社としては協力したいと考えている。 
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 ■ホテル人事総務部門次長 

  ホテルにおける職種・担当分野は、大きく分けてサービス部門とレストラン 

 調理部門とに分かれる。ホテル業務及び調理については専修学校も多く、就 

 職では一定割合受入れている。 

  ホテルでは職場の中で、新任の教育訓練をすることが一般的である。専修学 

 校を卒業して就職した場合、具体的な業務に慣れるのが早く、驚かされる面も 

 あるが、就職してから 2から 3年を経過すると大卒とあまり変わらなくなる。 

 職場に入ってからのスキルアップ、キャリア形成などに対する意識に差がある 

 のかとも考えられる。学校で行われているキャリア教育の中に社会人基礎力の 

 修得に加え、キャリアパスなど導入する必要があるのではないだろうか。 

  また、職場への定着という面では、一般的に大卒に比べ年齢が若い分、職場 

 での訓練や下積み的な仕事を経て、希望する部署へ異動することができること 

 への理解が十分でなく、すぐあきらめてしまう傾向もある。 

  学校評価制度については、これまで承知していなかった。就職の内定にあた 

 っては出身学校の内容も確認している。学校評価結果が公表されていれば当然 

 参考にするだろう。学校が学校関係者評価を行ったり、教育課程の編成につい 

 て企業等から意見が必要ということで委員会等へ参画を求められた場合、経営 

 者の判断になると考えられるが、就任依頼を受け、参加について具体的な判 

 断をすることになるだろう。 

  専修学校教育に期待することでは、2年から 3年の経験者に対する短期間の 

 研修の機会があれば活用したいと考えている。 

 

 今回の調査では以上の 2社からの聴取のみであったが、2社を選ぶ上で考慮 

したことは、日頃から専修学校の就職先などで関係が深い企業を選択すること 

であり、この点では東京商工会議所が主催している就職企業説明会の資料を参 

考とした。また、聴取についてのコンタクトも同所にお願いでき、協力に対し 

深く感謝している。2社の意見から企業側は、特に就職などに関連している企 

業では、教育課程編成・学校評価など専修学校教育の質の保証・向上について 

無関心ではなく、機会があれば積極的に協力する姿勢は十分持っている。しか 

しながら学校評価制度など一般社会に十分普及していないことが大きな要因と 

なって、連携の仕組みが十分構築されていない現状がある。これまで、専修学 

校を対象とした学校評価研修会を実施し、学校評価の普及・促進を図ってきて 

いるが、課題は明確であり、今後は、連携を求める企業及び企業団体・業界団 

体、中学・高等学校関係者等へ制度説明・協力依頼のため周知を図る取組みが 

これまで以上に重要になっている。 



44 

 

（4）学校評価における関係団体との連携 

   専修学校には医療・福祉系の養成施設として指定されている学校があり、い 

  ずれも養成施設の協会、資格取得者の協会、国家資格試験実施団体、関係学会 

  など組織している。そうした学校関連の団体も企業・企業団体と同じように学 

  校評価・教育の質向上への取組を支援する組織として協力を求める必要がある。 

     ここでは、当機構が取組んでいる事例を紹介する。当機構は、平成 16年か 

  ら専修学校の学校評価の推進に取組んでいるが、第三者評価に係る評価委員の 

  確保、特に専門領域の委員の確保については各団体への依頼を行っている。  

    ことから、複数の団体で支援協議会をつくり、学校の養成に応じて、評価委  

  員などの派遣を行う仕組みを構築できないかと模索してきている。今回、柔道 

  整復師養成プログラムの評価の研究を通して、支援組織の検討を始めるために 

  関係団体へ委員推薦を依頼し、各団体から推薦委員が決定して、今年度から検 

  討を開始することになっている。このような仕組みが他の資格・業種でできな

い 

  か、まず柔道整復師養成関係団体のおいての試行から始め、状況を紹介して普 

  及していきたいと考えている。、 
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６ まとめ 

 

専修学校設置基準の一部改正で自己点検評価と結果の公表が努力義務化されて、

はや 12年、学校教育法施行規則の一部改正で自己評価と結果の公表の義務化、学

校関係者評価の努力義務化が制定されてからも、はや 6年が経過している。法制

度の整備は進んでいくが、専修学校における学校評価の実施状況は、自己評価の

実施率がようやく過半数の学校で実施するようになったところであった。 

当機構としては、平成 16年設立以来、会員とともに進めてきた学校評価への取

組も平成 19年度から第三者評価事業の正式な実施へ着実につなげてきていると

考えている。そのような経過の中にあって、依然として専修学校における学校評

価の普及・促進への課題は数多く存在している。 

平成 25年 3月、文部科学省から専修学校の学校評価に関するガイドラインが公

表され、ついで 8月、職業実践専門課程の認定に当たって、自己評価と学校関係

者評価の実施と公表が認定条件として実質上義務付けられたことは、専修学校制

度において大きな転換期となった。 

ガイドラインが示した趣旨は、以下の２点である。第 1に、学校評価が自己評

価に留まらず学校関係者評価、第三者評価へ進展していくということ。第 2に、

学校評価は学校のみが取組むものではなく、保護者・学生・企業等・関係団体・

所轄庁等がそれぞれの立場で参画して実施していくこと。当機構でも、この２点

が重要なポイントであると考えている。 

ガイドラインが策定・公表されてほぼ 1年近く経過したが、この間、専修学校、

とりわけ専門学校関係者の学校評価への関心は驚異的に高まってきている。評価

機構の開催する研修会でも会場の都合でお断りする事態にもなっている。 

このような状況は歓迎すべき点もあるが、今回実施した調査結果等から、専修

学校はもとより、広く一般社会に学校評価の趣旨や目的が十分浸透しているのか、

評価のための評価といった形骸化への危険性はないのか、様々な課題も見えてき

ている。いま一度、学校評価に取組む意義を確認してから先に進むべきであると

考える。 

その手始めとして、ガイドラインの趣旨を具体的に方法論的にとらえ、モデル

評価実施の事例、評価機構の取組の成果を基に『文部科学省「学校評価ガイドラ

インに基づく「学校評価マニュアル」学校運営・教育活動の改善に向けて』とし

て作成した。この「学校評価マニュアル」が専修学校関係者に広く活用されるこ

とを願ってやまない。 
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【付属資料 1】 

 

学校評価の実施状況等に関するアンケート調査 

回答数５２校 

 

Ⅰ 平成 25 年度に実施した自己評価について 

 １ 貴校において平成 25年度に実施した自己評価は、どのような組織で取組み

ましたか。（あてはまる項目に○を付してください。以下同様） 

  ア 常設または臨時設置の自己評価委員会（28件）   

  イ ア以外の常設の学内委員会組織（2件） 

  ウ 学内の担当部署で実施（19 件） 

 エ 法人本部で実施（1件） 

  オ その他（教務部長責任者専任教員と事務職員で実施（2件）          

 カ 平成 25年度は実施しなかった（2件） 

 ２ 実施方法・評価項目 

   ア 文部科学省のガイドラインに沿って実施した（36件） 

   イ 従来の方法で実施した（16件） 

 ３ 実施にかかった期間（点検開始～自己評価報告書まとめまでの期間） 

   ア １ヶ月以内（6件） 

   イ ２ヶ月以内（17件）   

   ウ ３ヶ月以内（12件） 

   エ ４ヶ月以内（2件）      

   オ ６ヶ月以内（9件） 

   カ ６ヶ月を超える期間（5件） 

   キ 報告書にまとめていない（1件） 

 ４ 実施に携わった人員（委員会または担当者として従事した人員。資料提供 

  などは除く。） 

   ア １人（1件）    イ ２人（6件） 

   ウ ３人（8件）    エ ４人（3件）    

   オ ５人（9件）    カ ６人（5件）     

キ ７人（2件）    ク ８人（7件）     

ケ ９人（3件）   

コ １０人（3件） 

   サ １１人以上（11人で実施（2件）14人（2件）30人（1件）計 5件） 
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 ５ 自己評価結果の公表形態（複数回答可） 

   ア 学校のホームページに掲載（31件） 

   イ 自己評価結果を報告する冊子を作成して関係者に配布（7件） 

   ウ 学校の発行する情報誌に概要を掲載 

   エ 自己評価報告書を窓口で閲覧（13 件） 

   オ その他（具体的に                      ） 

   カ 公表はしていない（6件） 

 

Ⅱ 学校関係者評価について 

 １ 学校関係者評価の実施状況 

   ア 平成２５年度に実施した（30 件） 

   イ 平成２５年度は実施しなかった（14件） 

   ウ 平成２６年度に実施を予定・検討している（8件） 

 ２ 平成２５年度に実施した学校にお尋ねします。次の質問項目にご記入くだ 

  さい。  

 （1）実施時期： 

   平成２５年４月から１１月（１件） 

４月から１２月（2件） 

４月から １月（１件） 

        ５月から７月（1件） 

８月から９月（2件） 

９月から１１月（2件） 

９月から１２月（2件） 

        １０月（3件） 

１１月（4件） 

１０月から１１月（3件） 

１１月から２月（1件） 

        １０月から３月（1件） 

１１月から１月（2件） 

１２月から１月（1件） 

 

 （2）委員会の開催回数（今年度中の予定を含む。）： 

   1 回（15 件）２回（13件）３回（2件） 
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 （3）学校関係者評価委員会の委員数： 

３人（1件）５人（4件）６人（3件）７人（１件） 

   ８人（1件）９人（4件）１０人（2件）１１人（4件）１２人（2件） 

１３人（3件）１４人（2件）２０人（1件）２５人（1件） 

 

 （4）委員の選出区分 

   ア 卒業生（39 人）  イ 業界関係者（101 人） 

 ウ 高等学校関係者（16人）  エ 保護者（ 20 人） 

 オ 地域住民（17人）  カ 学識経験者（16人）  

キ 評議員（4人）    

ク その他（具体的に               ） 

学内（理事長 3・校長 2・副校長 1・事務局長 1・教員３名・常務理事 1・

理事 1・職員４名事・職員 1名・教職員 2名） 

 

（5）評議員の内数：前問ア～クのなかで評議員である者の内数（ 22 人） 

 

（6）委員の任期 

 ア１年（13 件）イ２年（13件）ウ３年（1件）エ４年（1件） 

オ規定なし（1件） 

 

（7）学校関係者評価委員会報告の作成 

 ア 評価委員会で委員が作成（5件）    

イ 評価委員会事務局（学校）が原案作成、委員会で承認を受けた（24件） 

ウ その他（具体的に 委員長（1件） 

 

（8）学校関係者評価の公表形態（複数回答可） 

   ア 学校のホームページに掲載（25件） 

   イ 自己評価結果を報告する冊子を作成して関係者に配布（5件） 

   ウ 学校の発行する広報誌等に概要を掲載 

   エ 自己評価報告書を窓口で閲覧（2件） 

   オ その他（具体的に                      ） 

   カ 公表はしていない（2件） 
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Ⅲ 情報提供等ガイドラインへの対応について 

 １ 貴校では文部科学省の情報提供等ガイドラインについてどのように対応し

ましたか。 

   ア ガイドラインに沿って情報提供を実施した（27 件） 

   イ ガイドラインに沿って情報提供するよう準備中である（22件） 

   ウ その他（具体的に                       ） 

 

 ２ ガイドラインに沿って情報提供を実施した学校について、その方法を伺い

ます。  （複数回答可） 

   ア 学校のホームページに掲載（27件）             

 イ 学校の発行する広報誌等に掲載  

   ウ その他 準備している（1件） 

 

Ⅳ 学校評価研修について 

 １ 学内で学校評価に関する研修をこれまで実施したことがありますか。 

  ア 毎年度実施している（2件） 

  イ これまでに実施したことがある（14 件） 

  ウ 実施したことはない（36件） 

 

 ２ 前問アまたはイと回答した学校で、で学内研修を実施した時の講師は誰で 

  したか。 

  ア 学内の教職員（事務局長・研修受講者・自己評価委員の教員・事務長・ 

自己点検室・学内委員長・教務課職員・事務部長・学園本部長校長・ 

教務部長・学園グループ総務など）（9件） 

  イ 法人の教職員（本部職員本部長副部長など（3件） 

  ウ 外部ら招いた講師（日本能率協会（１件）） 

  エ その他（学園主催担当者を集めて実施（１件） 

 

３ 当機構で実施してほしい研修（複数回答可） 

ア 学校評価全般の理解を深めるための研修（21件） 

  イ ＰＤＣＡサイクルに基づく学校運営に関する研修（15 件） 

ウ 自己評価・学校関係者評価に関する実務研修（25件） 

  エ 第三者評価に関する研修 （8件）  

  オ その他（各学校の取組例（2） 教員の要件留意すべき事項情報提供（1）  

         職業実践専門課程書類作成（1）  個別指導（1件） 
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【付属資料 2】 

都道府県あてアンケート調査結果 

  回答数３９団体 

 

Ｑ１ 文部科学省のガイドラインについて  

Ｑ１－１ 文部科学省「専修学校における学校評価ガイドライン」に関し、貴所

轄の専修学校からどのような問合せがあったか、あてはまるすべての項目

を○で囲んでください。（複数回答） ※件数はおおよその数字で結構です。 

１ ガイドラインの規定解釈について問合わせがあった。（17件）4団体回答 

２ 自己評価の実施方法に関する相談があった。（33 件）10団体回答 

３ 学校関係者評価の実施方法に関する相談があった。（84件）14団体 

※2・3について職業実践専門課程に関連して質問が多く寄せられた。（内 3件） 

４ その他の問合せについてご記入ください。（具体的に） 

学校が設定する評価項目について（2件） 

区市に委任しているので把握していない。（１件） 

 

Ｑ１－２ 文部科学省「専修学校における学校評価ガイドライン」の策定を契機

として、学校評価促進のため貴庁が具体的に取り組んだこと、又は取り組

む予定について、あてはまる全ての項目を○で囲んでください。（複数回答） 

      ※予定の場合は(予定）を○で囲んでください。 

１ ガイドラインに関する説明会を開催した。（2件） 

  ※（内 1件）専修学校団体と共催 

２ ガイドラインに基づく学校評価研修会を開催した。 

３ ガイドラインに基づくマニュアルを作成し専修学校に配付した。（1件） 

４ 自己評価結果・学校関係者評価の報告を求めることにした。（1件） 

５ 学校評価の指導・助言体制を整備した。 

６ その他の実施した取組、または、取組の予定がありましたら、ご記入くださ

い。（具体的に）（15） 

①ガイドラインの配布により周知 

②職業実践専門課程の推薦に関する説明会の際にガイドラインの説明を行った 

③ガイドラインを参考として適切いに対応するよう学校依頼するとともに専修学校団体に

対して会員を対象とした研修会等でガイドラインを活用するよう依頼した。 

④「学校評価の実施について（専修学校版）」「学校評価」実施チェックシートを作成し、職

業実践専門課程の説明会において、学校評価の基本的な考えについて説明した。 



51 

 

⑤区市を対象として毎年度実施している説明会において説明項目に挙げることを検討して

いる。 

⑥各種通知の周知、情報提供を行った。 

⑦定期的に実施している学校の運営状況調査等で、学校評価の実施状況を確認し、実施して

いない学校には実施するよう指導している。 

⑧学校訪問の際、学校評価を実施していない学校に対して、積極的に実施するよう指導 

⑨専修学校の業界団体に、ガイドラインに基づくマニュアルの作成及び説明会の実施等を委

託する予定 

⑩文部科学省委託事業において専修学校団体と連携しマニュアルを策定する予定（H26.3作

成） 

⑪専修学校各種学校協会主催の研修会（H2.2.18)において学事課職員が学校表についての講

話を行った。 

⑫現段階では、学校及び関係団体の学校評価に対する意識に差があることから、ガイドライ

ン策定を学校評価施策の取組の契機として捉え、年度当初の学校管理運営に係る文書指導に

おいて、学校評価の実施の促進に努めるよう通知するとともに、学校運営状況調査（3年に

1度実施）において、重点的に実施状況の確認及び未実施校に対する指導・助言を行ってい

る。 

⑬学校管理運営状況調査において、ガイドラインを参考に学校評価を実施するよう指導し

た。 

⑭学校運営状況調査（実地調査）において個別に実施状況・評価内容を確認し、未実施の場

合は速やかに実施するよう指導を行った。平成26年度は全校を対象に、実施状況を確認し

必要に応じて指導を行うことも検討中である。 

⑮自己評価の義務へ、学校関係者評価の努力義務へ、法改正されたことを契機として、県が

実施する私立専修学校運営費補助金の配分において自己評価の未実施と関係者評価の実施

を評価している。この他、全ての専修学校から学校評価の実施状況についての報告を受けて

いる。 

 

 

 

 

７ 直ちに取り組む予定はない。（20件） 
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Ｑ１－３ ガイドラインに示された今後の都道府県の取組において、連携強化・

支援に繋がる評価結果の活用方法として貴庁では、どのような方法が有効

であるとお考えですか、あてはまる全ての項目を○で囲んでください。    

（複数回答） 

１ 各学校の教育の特色、課題とその改善に向けた取組状況を積極的に把握する。 

                              （24 件） 

２ 評価結果を専修学校教育の質向上を図るための支援策の検討の参考にする。 

                              （11 件） 

３ 定期的に行っている学校の運営状況調査等の項目に学校評価の実施状況の項

目を加える。（13件）検討中（1件） 

４ 学校関係者の研修会等で、学校運営改善のための指導等に活用する。（6件） 

５ 産業振興部署と協力し、教育課程の編成や学校関係者評価への人材派遣など

地元企業との産学連携の仕組みを構築する。（2件） 

６ その他に、現在検討している。また、既に実施している専修学校との連携強

化、評価結果の活用の方法がありましたら、ご記入ください。 

（具体的に）            

 

  （記入なし） 

 

 

Ｑ２ 専修学校に対する研修の実施状況について 

Ｑ２－４ 専修学校に対する研修の実施状況についてあてはまる項目を○で囲ん

でください。 

１ 定期的に実施している。（4件） 

２ 以前実施したことがある。（1件） 

３ 専修学校団体に委託して（補助して）実施している。（4件） 

  実施していた。（1件）１８年から２０年まで 

４ 実施したことがない。（28 件） 

  ※実施はしていないが講師を依頼された場合に対応（内１件） 
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Ｑ2－１で 1から 3までを選択された都道府県の方は、これまで実施した研修につ

いて次の表にご記入願います。(過去３年間） 

研修名 受講対象者 
年間の 

実施回数 

各回平均 

受講者数 

実施 

年度 

教員及び準教員研修会 専修学校・各種学校の教

員等 

2回 ８０人 毎年度 

新任教員研修 新任教員 １回 １５人 毎年度 

学校経営・管理研修会 

（教職員研修会） 

専修学校・各種学校の理

事長・設置者・校長 

10回 178人 毎年度 

 

人権教育研修 

 

専修学校・各種学校の教

員等 

3回 195人 毎年度 

全専各連中国地区協議会

総会ならびに研修会 

専修学校・各種学校の理

事長・設置者・校長 

１回 ２０人 毎年度 

分野別研修事業  ８回 ７５人 ２５ 

実績 

学校法人研修 準学校法人 １回 ４から５人 毎年度 

補助金担当者会議 対象法人事務担当者 １回 ４６人 ２５ 

実績 

学校評価・その他公表研

修 

希望者 ５回 ６２人 ２２か

ら２４

年度 

中央研修 希望者 １回 ２人 ２４年

度 

（研修数が多い場合は、別紙にご記入願います。） 

 

Ｑ２－５ 学校評価に関する研修として、今後充実する必要があると考える事項

についてあてはまる項目を全て○で囲んでください。（複数回答） 

１ 学校評価制度全般に関する解説・講義（20件） 

２ 「専修学校における学校評価ガイドライン」の内容についての解説（15件） 

３ 学内における自己評価の進め方と報告書の記載演習（16件） 

４ 学校関係者評価委員会の運営に関する解説と模擬演習（8件） 

５ 管理・監督者が学校評価を推進する役割と責任を理解するための講義（15件） 

６ 学内及び地域で学校評価を推進する人材を養成するための研修（7件） 

７ 学校関係者評価の評価委員を養成するための研修（6件） 
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８ その他（次の枠内に具体的にご記入ください。）（4件） 

①専修学校のガイドラインの策定により、評価項目・方法のばらつきが解消された。各学校

には教育の質保証・向上のため、学校評価の実施はもとより生徒・保護者、関係業界等への

学校情報の提供に積極的に取組んでいただきたいと考えている。 

②研修そのものについて実施予定なし 

③実務面でのリーダー養成のための研修 

④学校の規模の大小や学校評価に対する意識の差により、学校ごとで取組みの差が激しい状

況であるところから、学校評価に対する認識を養うための研修が必要であると感じる。 

 

Ｑ３ 専修学校の学校評価の実施に係る支援制度について 

Ｑ３－６ 学校評価の促進のため具体的な支援として貴庁で取組んでいる事項、

または、取組予定について、あてはまる項目を全て○で囲んでください。 

（複数回答）※予定の場合は(予定）を○で囲んでください。 

１ 学校評価に必要な経費に対する補助を実施している。（2件） 

２ 補助制度の運用に際し、学校評価の実施の有無を算定項目としている。（5件）

(予定・検討）（3件） 

３ 学校評価に関する研修会の開催経費を補助している。（2件） 

４ 学校評価に関する研修会受講経費を補助している。 

５ 具体的に指導・助言を行う評価アドバイザーを配置している。 

６ その他（次の枠内に具体的にご記入ください。）（8件） 

①専修学校団体が実施する研修会の開催経費に対して補助しており、研修会において学校

評価の解説も行うよう依頼している。 

②私立高等学校等特色教育推進費補助金（私立専修学校関連）の算定項目に「自己評価の

実施・公表」を設定し要した経費の一部を補助している。 

③専修学校における教育活動その他の学校運営の状況について第三者評価を行い、その結

果公表に対して補助金を交付する。（教育改革推進特別事業のメニューの一つ） 

④専修学校の運営費補助として学校における経常的にかかる経費に一部を補助している。 

⑤取組む予定ない。 

⑥実績・予定ともになし 

⑦取組み予定なし 

⑧専修学校の業界団体に、ガイドラインに基づくマニュアルの作成及び説明会の実施等を

委託する予定（再掲） 
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Ｑ3－6で１から 6までを選択された都道府県の方は、次の枠内に補助・支援内容

について具体的にご記入ください。 

①自己評価及び学校関係者評価の実施の有無を補助金算定に項目としている。 

②学校評価の積極的な実施を誘導するため、自己評価の結果を積極的に公表した学校に補

助金額を加算している。 

③県事業の私立専修学校運営費補助金において、評価の実施状況を評価項目とし、学校関

係者評価を実施している場合は加算、自己評価未実施の場合は、減算することにより、学

校評価の実施を促している。 

 

Ｑ４ その他 

Ｑ４－１ 学校評価に関するご意見がありましたら、自由にお書きください。①専修学校

については教育内容や学校の運営形態が多種多様であることから、学校評価モデルを一律

に適用することは困難な状況にある。学校評価の取組を進めていためには、各学校が自校

の運営状況に応じて参考にできるよう、多様な学校評価モデルの提供が必要であると考え

ている。 

 

②法令により自己評価の実施・公表が義務、学校関係者評価が努力義務であれことを周知

して実施・公表率を高めていく必要があると考えている。そのため、各都道府県の状況や

取組みについて情報共有していただきたい。本調査もフィードバックしていただきたいの

でよろしくお願いいたします。 

 

③学校評価については正しく理解していない学校が見受けられる。（特に学校関係者評価の

運用方法）マニュアルの整備が必要である。 

④専修学校全体の学校評価を推進するため、以下の方策が必要 

・ガイドラインに基づく実践例の公表 

・外部アンケートの共同実施など専修学校間の連携による全体的な質向上の取組の推進 

⑤研修実施について開催県にも参加状況等情報提供して欲しい。 

 ・職業実践専門課程の認定制度の施行に伴い学校関係者評価を実施する学校が増えた。 

 ・学校が自主的に行うことが理想であるが、上記のように何かの手続きに結びつけるこ 

 とで更に推進できるのではないかと思う。 

⑥学校規模が様々であり評価レベルまちまちである。学校が学校評価を活用することに効

果を感じ、自発的に取組むことが重要である。 
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【付属資料 3】 

 

○ ハリウッドビューティ専門学校公表資料 
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○ 早稲田速記医療福祉専門学校公表資料 
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